
意見書

平成 24 年６月 27 日

総務省 総合通信基盤局

電気通信事業部 電気通信技術システム課 番号企画室 御中

郵便番号 105-7317

住 所
（ ふ り が な ）

東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
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一丁目 9 番 1 号
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が いし ゃ

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

孫
そん

正義
ま さ よ し

電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案に関し、別紙のとおり意見を提出します。



1

別紙

このたびは、「電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案に対する意見募集」に関し、意見

提出の機会を設けて頂いたことにつきまして、御礼申し上げます。

以下のとおり弊社共の意見を述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らいの程、お願い申し上げます。

記

使用率 0.9 は現行運用による使用率と乖離しており、従来通り、使用率 0.8 においての計算を望みます

が、現状の番号枯渇状況を鑑みると一時的にはやむをえないと考えております。ただし、M2M など従来の

傾向から予測が難しい需要に対しては臨機応変な番号割り当ての対応を望みます。

以上


